
新規利用申請者の状況

身体 精神 知的 要介護 要支援 事業対象者 その他

R3 65 38 3 6 20 11 1 2 1 64

（前年度） 77 34 3 2 14 14 0 29 5 72

R3下半期 35 21 1 2 10 7 1 3 0 35

（前年度同時期） 39 18 3 2 7 8 0 8 4 35

R3 169 50 2 1 68 30 0 0 18 151

（前年度） 149 34 1 2 62 30 0 0 20 129

R3下半期 94 30 1 0 43 14 0 0 6 88

（前年度同時期） 75 18 1 1 30 13 0 0 12 63

R3 8 6 2 0 0 0 0 0 0 8

（前年度） 4 2 0 2 0 0 0 0 0 4

R3下半期 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5

（前年度同時期） 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1

R3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2

（前年度） 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3

R3下半期 2 2 0 0 1 1 0 0 0 2

（前年度同時期） 3 1 0 0 0 2 0 0 0 3

R3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2

（前年度） 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2

R3下半期 2 2 0 0 1 0 0 0 0 2

（前年度同時期） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R3 246 98 7 7 89 42 1 2 19 227

（前年度） 235 71 5 7 76 46 0 29 25 210

R3下半期 138 60 2 2 55 22 1 3 6 132

（前年度同時期） 118 37 4 4 37 23 0 8 16 102

※令和2年11月27日より前に利用決定した者のうち、「精神障がい者」「知的障がい者」「事業対象者」は、「その他」の区分に含む。
※「利用決定件数」は、申請件数から非該当件数を引いた値。

参考：福祉有償運送利用対象者の区分変更について（令和２年１１月２７日改正）
　(1)「イ（身体障害者）」→変更なし
　(2)「ロ（要介護者）」→改正後「ニ」
　(3)「ハ（要支援者）」→改正後「ホ」
　(4)「ニ（その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害その他の障害を有する者）」については以下のとおり細分化
　　① 精神障害者→改正後「ロ」
　　　ただし、手帳を保持せず障害福祉サービスを利用している者→改正後「ト」
　　② 知的障害者→改正後「ハ」
　　　ただし、手帳を保持せず障害福祉サービスを利用している者→改正後「ト」
　　③ 基本チェックリスト該当者（事業対象者）→改正後「へ」
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